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資料２ 

座間市子ども・子育て支援事業計画（素案） 

＊基本的な事業の枠組み（目標年次：平成 31 年度） 



















 現行の次世代育成支援（子育て支援）行動計画及び国提示事業案から、座間市のニーズに合

う事業を子ども会議の中でさらに検討する予定 

 ★は現在未着手、未実施事業 

  

予定事業名 対象 

施設型給付 認定こども園、幼稚園、保育園等 

地域型保育給付 小規模保育、家庭型保育 

児童手当 児童を養育している者 

 予定事業名 ニーズ 区域 

1 地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 

34％ 

（利用者と利用希望者の合計） 
１区域 
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放課後児童クラブ 

（児童ホーム） 

29.8％（低学年） 

19.1％（高学年） 
１区域 

★放課後こども教室 35.5％ １区域 

３ 妊婦健診 ― １区域 

４ 乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
― １区域 

５ ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業 

（ファミリー・サポート事業） 
7.2％ １区域 

６ 一時預かり事業 7.6％（利用事績） １区域 

７ 延長保育事業 ― １区域 

８ 病児・病後児保育事業 53.3％ １区域 

９ 
★養育支援訪問事業 

 
― １区域 

子ども・子育て支援給付事業 

地域子ども・子育て支援事業 



  
 

地域子ども・子育て支援事業の概要 

 

 

 予定事業名 概要 

1 
地域子育て支援拠点事業 

（子育て支援センター） 

公共施設や保育所等の地域の身近なところで、気軽に親子

の交流や子育て相談を実施 

2 

 
放課後児童クラブ 

（児童ホーム） 

保護者が昼間家庭にいない児童（小学生）に対し、放課後

に小学校の余裕教室、児童館などで適切な遊びや生活の場

を提供 

★放課後こども教室 
放課後、小学校において希望する児童に勉強や遊びをする

場を提供 

３ 

妊婦健診 母子保健法に基づき、妊産婦に対して健康診査を実施 

４ 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、子育て支援

の情報提供や養育環境の把握を実施 

５ 
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業 

（ファミリー・サポート事業） 

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（依頼会

員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相

互援助活動 に関する連絡・調整を実施 

６ 

一時預かり事業 
急な用事や短期のパートタイム就労など、家庭で一時的に

保育が困難となった場合の預かり 

７ 

延長保育事業 11 時間の開所時間を超えた時間帯の保育 

８ 

病児・病後児保育事業 
病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合

に病院・保育所等に付設されたスペースにおける預かり 

９ 

★養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、保護者の育児、家事

等の養育能力を向上させるための支援（相談支援、育児・

家事援助など）を実施 


